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総
務
経
済
委
員
会

平
成
29
年
９
月
11
日
に
委
員
会
を
開
催

し
、
質
疑
は
次
の
と
お
り
で
す
。

【
認
定
第
７
号
に
つ
い
て
】

問
御
前
崎
市
工
業
団
地
建
設
事
業

特
別
会
計
で
事
業
が
実
施
さ
れ

て
い
な
い
。
い
つ
か
ら
こ
の
状
態
か

答
平
成
24
年
度
よ
り
事
業
実
施
は

あ
り
ま
せ
ん
。

問
今
年
の
決
算
ま
で
、
工
業
団
地

の
特
別
会
計
の
進
捗
状
況
は

答
工
業
団
地
の
特
別
会
計
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
一
般
会
計
で
今
、

企
業
ニ
ー
ズ
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

工
業
団
地
の
方
向
性
が
定
ま
っ
て
事
業

実
施
と
な
れ
ば
、
工
業
団
地
の
特
別
会

計
で
の
事
業
実
施
に
な
る
と
考
え
ま
す
。

問
事
業
実
施
ま
で
何
年
先
に
な
る

か
わ
か
ら
な
い
の
で
、
こ
の
特

別
会
計
は
１
回
破
棄
し
て
、
必
要
性
が

出
た
時
に
改
め
て
会
計
を
計
上
す
れ
ば

い
い
と
思
う
が
考
え
は 質

委
員

疑会

よ
っ
て
は
、
大
学
を
卒
業
し
て
か
ら
大

学
院
に
進
み
、
そ
の
後
薬
剤
師
に
な
る

ケ
ー
ス
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

大
学
卒
業
の
み
に
限
定
し
て
い
ま
す

が
、
大
学
院
に
進
学
し
た
場
合
に
つ
い

て
は
ど
の
よ
う
な
扱
い
か

答
大
学
院
に
進
学
し
た
場
合
は
、

奨
学
金
は
あ
り
ま
せ
ん
。
薬
剤

師
を
確
保
す
る
目
的
の
条
例
で
す
。
資

格
取
得
後
は
、
直
ち
に
就
職
し
て
も
ら

う
こ
と
を
想
定
し
て
い
ま
す
。
大
学
院

に
進
学
し
た
場
合
は
、
奨
学
金
の
返
還

が
生
じ
ま
す
。

問
市
立
御
前
崎
総
合
病
院
勤
務
を

希
望
し
て
い
て
、
採
用
さ
れ
な

か
っ
た
場
合
は
ど
う
な
る
の
か

答
当
院
の
採
用
試
験
を
受
け
て
不

合
格
に
な
っ
た
場
合
は
、
奨
学

金
の
返
還
が
生
じ
ま
す
。
奨
学
金
の
説

明
時
や
選
考
の
面
接
時
に
、
奨
学
金
の

貸
与
が
決
定
し
て
も
、
職
員
と
し
て
採

用
が
決
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を

説
明
し
ま
す
。

答
今
後
１
、２
年
先
に
は
予
定
が

な
く
、
必
要
な
時
に
特
別
会
計

を
設
置
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
の

で
検
討
し
ま
す
。

【
認
定
第
10
号
に
つ
い
て
】

問
財
産
区
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決

算
の
内
容
を
回
覧
な
ど
で
報
告

す
る
こ
と
は
法
律
的
に
可
能
か

答
ど
の
範
囲
ま
で
公
表
で
き
る
か

に
も
よ
り
ま
す
が
、
決
算
書
の

内
容
で
あ
れ
ば
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
。

平
成
29
年
９
月
12
日
に
委
員
会
を
開
催

し
、
質
疑
は
次
の
と
お
り
で
す
。

【
議
案
第
50
号
に
つ
い
て
】

問
こ
の
奨
学
金
の
対
象
者
は
市
内

の
人
に
限
り
ま
す
か
。
ま
た
、

現
在
の
実
績
は

答
市
内
に
限
ら
ず
市
外
の
人
も
対

象
と
な
り
ま
す
。

現
在
の
実
績
は
、
医
師
が
３
名
、
看

護
師
が
44
名
、
介
護
福
祉
士
が
４
名
と

な
っ
て
い
ま
す
。

【
認
定
第
２
号
に
つ
い
て
】

問
国
保
税
の
未
納
件
数
と
１
件
あ

た
り
の
最
大
不
納
欠
損
額
は

文
教
厚
生
委
員
会

答
未
納
件
数
は
、
１
万
２
、３
８
８

件
で
、世
帯
で
は
７
８
５
件
で
す
。

不
納
欠
損
額
は
、
２
２
６
万
１
、７
４
２
円

に
な
り
ま
す
。

【
認
定
第
４
号
に
つ
い
て
】

問
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
が
多

く
な
っ
て
い
る
が
、
給
付
を
受

け
る
年
代
が
増
え
た
と
い
う
こ
と
か

答
受
給
世
代
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
利

用
者
の
増
加
に
よ
る
も
の
で
す
。

【
認
定
第
５
号
に
つ
い
て
】

問
未
納
者
の
状
況
と
対
策
は

答
水
道
料
金
と
併
せ
て
徴
収
す
る

た
め
、
未
納
者
に
は
、
水
道
の

滞
納
額
と
回
数
に
よ
っ
て
停
水
執
行
を

し
て
い
ま
す
。
市
内
の
人
は
、
停
水
に

よ
り
水
が
飲
め
な
く
な
る
た
め
、
未
納

者
は
非
常
に
少
な
い
状
況
で
す
。

【
認
定
第
８
号
に
つ
い
て
】

問
中
山
間
地
で
は
、
水
道
が
通
っ

て
い
な
い
場
所
が
多
く
、
家
を

建
て
る
の
に
、
自
己
負
担
で
水
道
を
通

す
費
用
が
か
か
り
ま
す
。
水
道
の
幹
線

を
市
で
布
設
す
る
こ
と
は
可
能
か

答
中
山
間
地
に
家
を
建
て
る
申
請

が
あ
っ
た
場
合
は
、
今
後
検
討

し
て
い
き
ま
す
。


